
 

 

２０１６年３月期第２四半期（中間期）決算に係る意思疎通等について 

 

 日本郵便（株）信越支社総務・人事部は、本日（１１月１７日）「２０１６年３月期

第２四半期（中間期）決算に係る意思疎通等」について地方本部に説明してきました。 

 

 標記決算概要については、中央総合情報第９５号関連（１１月１３日発出）を参照

願います。その中で、支部における意思疎通の扱いについて、地方段階で調整するよ

う指導があり、別紙支社資料（下記フロー）の通り整理しましたので、対応方お願い

します。 

なお、社員周知については別紙２を使用しミーティング等で説明及び掲示板に掲出

するとしています。 

 

 

 【労使対応フロー】 

 

  別紙１について支部事業推進委員会（１１／１７～１２／１１）で説明する【原則】 

 

    

 

    マイナンバーに関わる業務繁忙で支部事業推進委員会の開催が困難な場合 

 

 

 

 支部代表交渉局から開催を移譲する旨を職場労使委員会及び部会労使委員会へ連絡する   

 

 

 

職場事業推進委員会窓口及び部会事業推進委員会を開催し説明する 
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